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船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

 委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年６月１２日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 熊本県八代
やつしろ

市八代港 

八代港北防砂堤灯台から真方位１１８°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３２.８′ 東経１３０°３３.２′） 

事故の概要 プレジャーボート海
うみ

姫
ひめ

は北東進中、北防砂堤に乗り揚げた。 

海姫は、船底部の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年６月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 海姫、５トン未満 

２９３－１６０１９熊本、個人所有 

８.１１ｍ（Lr）×２.３１ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、８６.０kＷ、昭和５９年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５９歳 

二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２６年６月２３日 

免許証交付日 令和元年５月２１日 

        （令和６年６月２２日まで有効） 

 死傷者等 なし  

 損傷 船底部に擦過傷、推進器に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、無風、視界 良好 

海象：海上 平穏、下げ潮の初期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」という。）

１人を乗せ、本船を廃船する目的で、八代市鏡
かがみ

町にある造船所に向

けて、０７時５４分ごろ天草
あまくさ

市宮田漁港を出港した。 

船長は、スマートフォンの地図アプリケーションで位置を確認しな

がら約１０～１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航

行し、大牛
おおうし

瀬西方で速力を約７kn とし、小牛
こ う し

瀬北方を通過して北東進

中、前方に複数の緑色のポールを認め、航行できるか疑問を感じたの

で、本船を停止させ、同乗者に通っても大丈夫か尋ねたところ、同乗
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者から、通れると思うとの回答を受けた。 

船長は、本船を前進させて、０９時５０分ごろ、船底に衝撃を感

じ、北防砂堤（以下「本件防砂堤」という。）に乗り揚げたことを知

った。 

 本船は、船長が依頼した作業船によって引き揚げられ、八代市にあ

る造船所に運ばれ、後日廃船処理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.４ｍであった。  

本船のＧＰＳプロッターは、他の船への移設に備えて撤去されてい

た。 

船長は、これまで、本船で約３か月間毎週末に、天草上
かみ

島の南方沖

で釣りを行っていたが、八代海を航行したことがなく、八代海を航行

した経験がある同乗者に助言を求めたものの、事前に航行予定海域の

水路調査を行っておらず、本件防砂堤の存在を知らなかった。 

本件防砂堤は、海図には記載されているが、船長が使用していたス

マートフォンの地図アプリケーションには表示されておらず、本事故

発生当時、満潮の約２４分後であり、水没していた。 

船長は、出航前に海図等で航路を確認し、航海計画を立てておくべ

きであったと本事故後に思った。 

本件防砂堤及び南防砂堤は、経年劣化し、本来の高さ（最低水面上

３.２ｍ）よりも約０.２～１.５ｍ低くなっていたので、熊本県が復

旧のための嵩
かさ

上げ工事を実施しており、本事故現場は復旧済みであ

り、南防砂堤は着工前であった。 

海上保安庁刊行の九州沿岸水路誌（書誌第１０５号、令和３年３月

刊行）には、本件防砂堤に関して、次のとおり記載されている。 

石油配分基地への水路は大島の北方約６００ｍに入口があり、北防

砂堤（高潮時に水没する、北西端に灯台がある）南防砂堤（高潮時に

水没する）で囲まれ幅約４０ｍ、水深約５ｍに掘り下げられている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、八代港内を北東進中、初めて同港を航行する船長が、前方

に複数のポールを認めたものの本件防砂堤の存在を知らずに水没して

いた本件防砂堤上を航行したことから、本件防砂堤に乗り揚げたもの

と考えられる。 

船長は、これまで、本船で約３か月間毎週末に、天草上島の南方沖

で釣りを行っていたが、八代海を航行したことがなく、八代海を航行

した経験がある同乗者に助言を求めたものの、事前に航行予定海域の

水路調査を行っておらず、本件防砂堤の存在を知らなかったものと考
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えられる。 

原因 本事故は、本船が八代港内を北東進中、初めて同港を航行する船長

が、本件防砂堤の存在を知らずに水没していた本件防砂堤上を航行し

たため、本件防砂堤に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、海図等を用いた水路調査を事前に行い、危険な場所を把

握して航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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（令和３年６月１２日 

 ０９時５０分ごろ発生） 


